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1―はじめに
～上下水道行政が国土交通省に一元化～

　新型コロナウイルスの余波を受ける形

で、公衆衛生の一翼を担ってきた水道行政

について、今年は大きな機構改革が予定

されています。コロナ対応で国の主導性を

発揮できなかった反省に立ち、岸田文雄

政権は感染症に関する国の司令塔機能を

強化する方針を表明。この余波を受ける形

で、公衆衛生に関する厚生労働省の機構が

大幅に見直され、水道行政を国土交通省

に移管させる方針が決まりました（水質に

関する業務は環境省に移管）。

　これは「上水道＝厚生労働省（旧厚生省）」

「下水道＝国土交通省（旧建設省）」に分か

れていた体制の実質的な一元化を意味し

ており、約60年ぶりの機構改革になりま

す。つまり、感染症対策の強化が思わぬ形

で上下水道行政に飛び火し、機構改革に繋

がったと言えます。

　今回は上下水道の行政を巡る小史を振

り返りたいと思います。

2―上下水道の所管を巡る歴史

　開国間もない頃、明治政府はコレラ対

策として上下水道の整備に力を入れました。

例えば、日本初の本格的な近代下水道網で

ある「神田下水」は1884年に着工され、写

真の通りに今でもJR神田駅周辺の地下で

一部が供用されています。

　当時、中央政府で上下水道行政を担当し

ていたのは内務省という役所でした。その

後、社会福祉などに関する部署が1938年、

厚生省として分離され、上下水道は内務、

厚生両省の共管とされました。

　さらに、敗戦後の1947年に占領軍の手

で内務省が解体されると、道路など社会

資本整備は建設省に移管しました。その際、

建設省が水道と下水道の工事指導・監督

を、厚生省が水道と下水道の事務を担うこ

とになったのですが、この時期には厚生省、

建設省の双方に「水道課」という同じ名前

の部署が設置されるという不思議な状況

になりました。

 

　その後、経済成長が加速する中、通商産

業省（現経済産業省）が工業用水を担当す

ることになり、省庁の所管問題は一層、複

雑化。ここに都市化に伴う水需要の増大

が重なったことで、上下水道の整備が急が

れるようになり、役割分担の「交通整理」が

1957年1月に図られます。

　これを受けて、厚生省が上水道、建設省

が下水道、通産省が工業用水を担当する整

理になり、厚生省は水道法を制定。一方、建

設省は下水道法を大幅に改正し、水道行政

を巡る縦割り問題は一応の決着を見まし

た。今回の機構改革の意味合いとしては、

この時以来の約60年ぶりの見直しという

位置付けになります。

　ただ、下水道の終末処理場に関しては、

厚生省が引き続き担当することになり、下

水道行政は一種の股裂き状態になりまし

た。厚生省は当時、都市部の水質管理や生

活環境の改善に向けて、「屎尿の管理・処

分が最大の問題」と考えており、終末処理

場の所管にこだわったためです。

　結局、この縦割りは10年後に解消しま

す。人口の都市集中が進み、下水道の未整

備が顕在化したことで、1967年2月に役

割分担が見直された結果、下水道行政が

建設省に一元化され、現在に至る役割分

担が確定しました。

　その後、2001年の省庁再編を経て、厚生

省が厚生労働省に、建設省が国土交通省に

改組され、「上水道＝厚生労働省」「下水道＝

国土交通省」という所管が続きました。

3―コロナを受けた機構改革

　ただ、新型コロナ問題を受け、公衆衛生

に関する厚生労働省の機構が感染症対策

に特化される形で大幅に再編されること

になり、インフラ整備の側面を持つ水道部

門が「上下水道行政の一元化」という名目

の下、国土交通省に移ることになりました。

政府は2023年の通常国会に関連法を改

正し、2024年度から新体制に移行させる

予定です。

　普段の生活で、上下水道行政に関する機

構を意識する機会は少ないですが、機構改

革を機にアンテナを立ててもいいかもし

れません。
本稿は2023年1月5日掲載原稿を再構成した。
参考文献などは下記を参照。
https://www.nli-research.co.jp/report/detail/id=73500?site=nli

みはら・たかし
95年 時事通信社入社。

11年 東京財団研究員を経て、17年10月 ニッセイ基礎研究所（現職）。
『医薬経済』に『現場が望む社会保障制度』を毎月連載中。

主な著書に『地域医療は再生するか～コロナ禍における提供体制改革～』、
『必携自治体職員ハンドブック』（共著）。

03NLI Research Institute REPORT March 2023｜


